
津市応急診療所医事会計システム等保守業務仕様書（案） 

 

１ 業務の目的 

この業務は、津市医事会計システム等関連機器及びソフトウェア(以下「機器等」

という。)に対する所要の保守及び運用サポート業務を委託することにより、医事会

計システム、レセプトオンライン請求システム及びオンライン資格確認システムが

常時、正常かつ安定して稼働できるようにするとともに、円滑な運用が行えるよう

にすることを目的とする。 

 

２ 履行期間 

  令和６年７月１日から令和１１年６月３０日までとする。 

この契約は、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約である。 

 

３ 業務の範囲 

この業務の範囲は、次のとおりとする。 

⑴ 保守業務 

⑵ 運用サポート業務 

 

４ 業務履行条件 

⑴ 業務履行に当たっては、受注者の監督下にある担当技術者の派遣又は電話、フ

ァクス、電子メール等により行うこととする。 

⑵ 受注者は、国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)に規定する日

を除く月曜日から金曜日の午前８時３０分から午後５時１５分まで及び津市こ

ども応急クリニック・休日デンタルクリニック、津市久居休日応急診療所及び津

市応急クリニック（以下、「津市応急診療所」という。）の診療時間(診療時間につ

いては１～２時間程度延長する場合があります。)において速やかに機器等の障

害に対応すること。 

⑶ 緊急時対応マニュアルを作成すること。 

⑷ 機器等の製造者との連絡も含め、万全の体制を整備すること。 

 

５ 業務対象機器等 

保守業務及び運用サポート業務の対象となる機器等は、別紙「業務対象機器等一

覧」のとおりとする。 

※別紙「業務対象機器等一覧」については、契約時に決定する。 

 

６ 業務場所 

機器等が設置されている津市応急診療所、地域医療推進室及び発注者が指示する

揚所とする。 

 

 



７ 業務内容 

既述した当該業務の目的及び業務履行条件に基づいて、次の各号に掲げる内容の 

業務を行うこととする。 

⑴ 保守業務 

ア 機器等の障害の原因究明及び修復 

   機器等に障害が発生した場合、発注者へ直接聞き取り、又は現地へ赴く等に

より、障害原因の切り分けも含め、状況等を調査・把握し、誠実かつ速やか 

に問題の解決を行うこと。 

  イ ＯＳのアップデート 

    ＯＳは常に開発元によるサポートが受けられるよう必要な更新を行うこと。

また、バージョンアップに伴うサポートの終了等については、事前に発注者に

情報提供を行い、対応を協議すること。 

ウ ＯＳ、システムパッケージ、データベース等の修正プログラムの適用 

これらの修正プログラムがリリースされた際は、直ちに発注者に報告する 

こととする。ただし、修正プログラムの適用に当たっては、事前に発注者と協 

議の上、適用の可否及び実施日時等を決定すること。 

エ 公的機関等からの情報セキュリティ対策等に関する情報を取得し、脆弱性等

の問題がある場合は、速やかに対応すること。 

⑵ 運用サポート業務 

ア 問い合わせ等への対応 

電話、電子メール等により対応すること。 

イ システムパッケージ、データベース等のバージョンアップ 

これらのプログラム等の最新版がリリースされた際は、直ちに発注者に報告す

ること。その後、バージョンアップ等の対応については、発注者と協議の上、

適用の可否及び実施日等を決定すること。 

  ウ システムの操作研修 

    システムのアップデートや診療報酬改定等の影響により、発注者からシステ

ムの操作方法等に関する説明や研修についての要請があった場合、必要に応じ

て実施・対応すること。 

  エ データ移行 

    本契約終了後に本市が他社のシステムに更改することとなる場合、それに伴

うデータの抽出及び提供、その他必要な帳票類の提出等について誠意を持って

協力するとともに、本市と協議のうえ柔軟に対応すること。 

 

８ 特記事項 

⑴ 各業務履行後は、速やかに発注者へ文書による報告を行うこととする。なお、 

機器等の障害の修復に係る報告についても同様とする。 

⑵ 保守業務に係る交換部品等の調達、納入、交換等に係る費用は、消耗品を除き 

すべて受注者の負担とする。 

⑶ 保守業務及び点検業務において、障害の修復に時間を要する場合は、代替機を 



用意する等、システム運用及び業務に支障を来さない措置を講じることとする。 

この場合に必要となる経費は、すべて受注者の負担とする。 

⑷ 次に掲げる原因によるものは、本件に係る保守の対象外とする。 

ア 受注者以外の者による改造、修理、分解及び加工並びに設置場所等の変更が 

行われたことによるもの。 

イ 機器等の取扱説明書及び受注者が作成した操作マニュアルに記載された操 

作方法以外の使用によるもの。  

ウ 故意によるもの。 

⑸ 保守対象物件の賃貸借の継続等があった場合において、当該保守サポート契約 

についても、同様の期間中の継続・延長が行えること。 

⑹ システム構築当初において、システムの安定稼動が確認できるまでの間、受注 

者の監督下にある担当技術者を発注者の指示する場所に派遣し、障害等に速やか 

に対応できる体制を整えることとする。 

⑺ 受注者は、業務担当責任者（業務に従事する者で、当該業務に関し、主として

指揮・監督を行う者）を定め、書面により発注者に届け出なければならない。業

務担当責任者を変更した場合も同様とする。 

⑻ 業務を行うことにより知り得た情報については、一切第三者に漏らしてはなら 

ない。また、業務履行後も同様とする。 

⑼ 業務を行うに当たり生じた疑義については、双方協議を行い、その対応を決定 

することとする。 

 

 

 


